
船舶事故調査報告書 

令和４年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年８月８日 ０６時２５分ごろ 

発生場所 沖縄県宮古島市平
ひら

良
ら

港 

平良港北防波堤灯台から真方位０９８°７００ｍ付近 

 （概位 北緯２４°４８.８′ 東経１２５°１６.６′） 

事故の概要  ロールオン・ロールオフ貨物船みやらびⅡ
ツー

は、離岸作業中、岸壁及

びフローティングドックに衝突した。 

事故調査の経過 令和３年８月１１日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ロールオン・ロールオフ貨物船 みやらびⅡ、１０,１８４トン 

１４１２６７、琉球海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 左舷船尾部外板の凹損及び擦過傷等 

岸壁 なし 

フローティングドック 後部外板に凹損、アンカーワイヤ及びアン 

カーロープが破断 

 気象・海象 気象：天気 雨 

海象：波向 西、波高 約１ｍ、潮汐 高潮時 

本事故現場の南方約２km に位置する宮古島地方気象台では、０６時

００分から０６時３０分に平均風速８.９～１０.０m/s、最大瞬間風

速１３.７～１７.３m/s の西南西風を観測していた。 

本事故時、令和３年台風第９号（以下「台風９号」という。）の中

心が宮古島の北北東約２１０海里にあって北東方に進んでおり、宮古

島市には、８月４日０４時４４分に波浪注意報が、６日１６時３４分

に強風注意報が、７日０４時２０分に雷注意報がそれぞれ発表され、

本事故時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長ほか１４人が乗り組み、平良港漲
はり

水
みず

地区岸壁を右舷着

けの状態から離岸し、港口に向けて右回頭中、船首が同岸壁の方を向

いた状態で西南西寄りの風を右舷方に受けて北東方に圧流され、圧流

を抑制しようと左舷錨を投下したものの、左舷船尾部が同港第１ふ頭

岸壁（以下「本件岸壁」という。）に係留中のフローティングドック

に衝突し、続いてバルバスバウが同岸壁に衝突して停止した。 

 船長は、出港時、強風で出港できるか判断を迷ったものの、以前、

同様の風速でタグボートの補助を受けずに出港したことがあり、ま

た、平均風速が会社の運航基準で発航を中止する基準値（風速１８



m/s）を超えていなかったので、主機及び船首尾のスラスターを使用

して出港できると判断した。 

 平良港には、本事故時、本船が出港時に操船補助の目的で使用でき

るタグボートがなかった。  

分析 本船は、台風９号の影響により強風注意報等が発表されている状況

下、平良港を出港する際、船長が主機及び船首尾のスラスターを使用

して出港可能であると判断して離岸したことから、港口に向けて回頭

中に強風を受けて圧流され、本件岸壁及びこれに係留中のフローティ

ングドックに衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、台風９号の影響により強風注意報等が発表され

ている状況下、平良港を出港する際、船長が主機及び船首尾のスラス

ターを使用して出港可能であると判断して離岸したため、港口に向け

て回頭中に強風を受けて圧流され、本件岸壁及びこれに係留中のフ 

ローティングドックに衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・強風下において出港しようとする際、操船補助に利用できるタグ

ボートが手配できない場合は、自船の操縦性能で確実に出港でき

る風勢になるまで待機すること。 

 


